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政治・経済その他の社会的要因 

低医療費政策 

医師丌足 

研究費丌足 

研究者丌足 コメディカル 

     丌足 

医療丌信 癌難民 
医療格差 

情報丌足 

治療丌能 

国民 

学習丌足 

がんの予防と早期発見の推進 
 
がんの予防の推進(12条） 
がん検診の質の向上(13条) 

 
 
 
 
 
 
 
 

研究の推進(18条) 

がん医療の均てん化の促進 

専門的な知識・技能 
を有する医師・医療 
従事者の育成(14条) 

医療機関の 
整備(15条) 

がん患者の療養 
生活の質の維持 
向上(16条) 

癌医療に関する情報収集 
提供体制の整備(17条) 

がん患者さんの要望 

がん対策基本法成立（２００６） 

ドラッグ・ラグ 
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がん対策基本法（平成18年法律第98号） 

がん対策を総合的かつ計画的に推進 

が
ん
対
策
推
進
協
議
会 

地方公共団体 

国 

がん対策推進基本計画 
 

閣議決定・国会報告 

厚生労働大臣 
がん対策推進基本計画案の作成 

都道府県 

都道府県がん対策推進計画 
がん医療の提供の状況等を 

踏まえ策定 

連携 

○ がん予防の推進 

○ がん検診の質の向上等 

がん予防及び早期発見の推進 

○ 専門的な知識及び技能を有する医師、その他の

医療従事者の育成  

○ 医療機関の整備等  

○ がん患者の療養生活の質の維持向上 

○ がん医療に関する情報の収集提供体制の整備等 

がん医療の均てん化の促進等 

○ がんに関する研究の促進 

○ 研究成果の活用 

○ 医薬品及び医療機器の早期承認に 

 資する治験の促進 

○ 臨床研究に係る環境整備 

研究の推進等 

国 
 

 
 

 
 

 

民 
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がん対策基本法抜粋（2006年成立） 
（基本理念） 

第二条  がん対策は、次に掲げる事項を基本理念として行われなければならない。 

1.  がんの克服を目指し、がんに関する専門的、学際的又は総合的な研究を推進するとともに、
がんの予防、診断、治療等に係る技術の向上その他の研究等の成果を普及し、活用し、及び発
展させること。（研究）  

2. がん患者がその居住する地域にかかわらず等しく科学的知見に基づく適切ながんに係る医療
（以下「がん医療」という。）を受けることができるようにすること。（均てん化）  

3. がん患者の置かれている状況に応じ、本人の意向を十分尊重してがんの治療方法等が選択され
るようがん医療を提供する体制の整備がなされること。（患者中心の医療） 

 

（がん対策推進基本計画） 

第九条  政府は、がん対策の総合的かつ計画的な推進を図るため、がん対策の推進に関する基本的
な計画（以下「がん対策推進基本計画」という。）を策定しなければならない。  

1. 厚生労働大臣は、がん対策推進基本計画の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。  

2. 厚生労働大臣は、がん対策推進基本計画の案を作成しようとするときは、関係行政機関の長と
協議するとともに、がん対策推進協議会の意見を聴くものとする。  

 

（関係行政機関への要請） 

第十条  厚生労働大臣は、必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対して、がん対策推進
基本計画の策定のための資料の提出又はがん対策推進基本計画において定められた施策であって当
該行政機関の所管に係るものの実施について、必要な要請をすることができる。 
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関係者の責務等 

（医師等の責務） 
・がんの予防に寄不 
・がん患者のおかれている状況を深く理解し、良質かつ適
切ながん医療の提供に努めなければならない 

（国民の責務） 
喫煙、食生活、運動その他の生活習慣が健康に及ぼす影響等がんに関する正しい知識を持ち、がんの予防に必
要な注意を払うよう努めるとともに、必要に応じ、がん検診を受けるよう努めなければならない。 

（国の責務） 
がん対策を総合的に策定・実施 
         （第3条） 

（地方公共団体の責務） 
自主的かつ主体的に、その地域の特性に応
じた施策を策定・実施 

（医療保険者の責務） 
・がんの予防・がん検診に関する普及啓発等の
施策に努めなければならない 

連携 

政府は、必要な法制上・財政
上の措置、その他の措置を講
じなければならない（第8条） 

協力 協力 

がん対策を総合的かつ計画的に推進 
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 臨床的に重要性の高い研究：難治がんに関する研究、長期的な療養の状況
の把握も含む患者のＱＯＬ（生活の質）の向上に資する研究など。 

 行政的に必要性の高い研究：がん医療の均てん化など。 
 新しい治療法及び有用な早期診断技術についての研究開発：基礎研究とと

もに、重粒子線等を用いた新しい放射線療法、分子標的療法など。 
 治験・臨床研究の実施基盤の整備・強化：臨床研究コーディネーター（Ｃ

ＲＣ）やデータマネージャーの充実など。 

 研究を企画・実施する際には国民の意見をより一層反映するように取り組ん
でいくよう努める。 

 研究成果が国民に対しわかりやすく伝わるように努めるとともに、臨床研究
の意義を広く国民に周知し、比較対照研究ががん患者からの協力などを得て
実施されるように努める。 

 治験及び臨床研究については、情報の提供や公開を積極的に行うことにより、
国民の理解を得られるよう努めていく。 

 がんに関する研究の実施機関や予算規模について透明性を確保するとともに、
効率的な研究の実施体制を構築していく。 

第一期がん対策推進基本計画 
がん研究（取り組むべき施策） 
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 現在の国としてのがん研究推進のマスタープランは「第3次対がん10カ年総
合戦略」が基本となっており、本総合戦略が、がん対策推進基本計画と共に、現
在のがん研究の効率的な推進に果たす役割は大変に大きなものである。しかし、
この総合戦略は平成25年に終了することから、今回の次期がん対策推進基本計
画の立案に当たっては、がん研究の推進が今後より一層効率的にわが国のがん
対策に貢献するために、国全体としてのがん研究推進のあり方に関する議論を
行い、平成26年度以降の国としてのがん研究推進のあるべき方向性を、次期が
ん対策推進基本計画において示すことが必要である。 

～今後のがん研究のあり方について～ 
（がん研究専門委員会報告）平成23年11月2日 

 わが国のがん研究支援体制では、各省庁、時には省庁内の異なる部局が、各々
のがん研究事業をがん研究の領域毎に企画・設定したり、あるいは生命科学など
大きな領域の一部として支援しており、国のがん研究実施状況の全貌を把握する
ことが困難になっていることも否定できない。結果として、国民やがん患者に
とって、国のがん研究推進の全体像が見えにくいものになっていることは大き
な問題であり、公的支援によるものに留まらず、国内の全てのがん研究推進に関
する情報を可能な限り的確に把握する新たな組織が必要であり、こうした組織
の運営をがん対策推進基本計画の主旨に沿って運営し、得られる情報を適宜、
国民に対して積極的に公開することで、国民やがん患者のがん研究に関する理
解を深めることが、今必要とされている。 11 



取り組むべき課題 
1. 今がんで苦しむ患者に有効で安全ながん医療を届けるためのがん研究 

① ドラッグラグ解消の加速に向けた臨床研究体制の整備 
② わが国からの新薬開発を目指した臨床研究の推進 
③ 革新的外科治療・放射線治療の実現のための臨床研究の推進  

2. 明日のがん患者のための新たながん診断・治療法を開発するがん研究 
① がんの特性の理解とそれに基づく革新的がん診断・治療法の創出に向けた

基礎研究の推進 
② 次世代がん医療の速やかな開発を目指す橋渡し研究（TR)推進 
③ 次世代の革新的医療機器開発に向けた研究の推進 
④ 次世代のがん患者のための新たなエビデンス創出の研究及び政策科学 

3. 将来がん患者を生まないためのがん研究 
① がん予防法の確立に向けたがん研究の推進 
② 公衆衛生研究（分子疫学研究・検診評価等）の推進のための体制整備 
③ 政策研究・ガイドライン（予防・検診） 

4. がん研究と社会 
① 国民そしてがん患者とがん研究の関係 
② がん研究の推進体制 
③ がん研究を担う人材の育成 
④ がん研究に関する倫理審査 
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 がん研究（現状）第2期がん対策推進基本計画 

 国内のがん研究に対する公的支援は、厚生労働省、文部科学省、経済産業省など
複数の関係省庁により実施され、内閣府の総合科学技術会議と内閣官房医療イノ
ベーション推進室によって各省庁によるがん研究事業の企画立案から実施状況まで
の評価や予算の重点化が行われ、省庁間の一定の連携が図られるとともに、がん研
究の推進体制や実施基盤に多様性をもたらしている。 

 しかし、依然として、多くのがん種でその本態には未だ解明されていない部分も
多く、がんの予防や根治、治療に伴う副作用の軽減等を目指した基礎研究をさらに
推進する必要がある。また、近年は、国際的に進められているがんワクチン開発等
の免疫療法をはじめ、日本発のがん治療薬や医療機器の開発の遅れが指摘され、特
に難治性がんや小児がんを含めた希尐がんについては、創薬や機器開発をはじめと
して、有効な診断・治療法を早期に開発し、実用化することが求められている。 

 また、基礎研究、臨床研究、公衆衛生研究等、全ての研究分野でその特性に適し
た研究期間の設定や研究費の適正配分が行われてなく、研究に関わる専門の人材育
成等を含めた継続的な支援体制が十分に整備されていないことが、質の高い研究の
推進の障害となっている。さらに、各省庁による領域毎のがん研究の企画・設定と
省庁間連携、国内のがん研究の実施状況の全貌の把握と更なる戦略的・一体的な推
進が求められている。この他、全てのがん研究に関して、その明確な目標や方向性
が患者や国民に対して適切に伝えられてなく、その進捗状況を的確に把握し評価す
るため体制も丌十分である。 13 



がん研究（取り組むべき施策）-1 

 ドラッグ・ラグとデバイス・ラグの解消の加速に向け、より質の高い臨床試験の
実施を目指し、がんの臨床試験を統合・調整する体制や枠組みを整備する。また、
日本発の革新的な医薬品・医療機器を創出するため、がん免疫療法のがんワクチン
や抗体薬の有用性を踏まえた創薬研究をはじめ、国際水準に準拠した上で、first-in-
human 試験、未承認薬などを用いた研究者主導臨床試験を実施するための基盤整
備と研究施設内の薬事支援部門の強化を推進する。 

 より効率的な適応拡大試験などの推進のため、平成24年度より臨床試験グループ
の基盤整備に対する支援を図る。固形がんに対する革新的外科治療・放射線治療の
実現、新たな医療機器導入と効果的な集学的治療法開発のため、中心となって臨床
試験に取り組む施設を整備し、集学的治療の臨床試験に対する支援を強化する。 

 がんの特性の理解とそれに基づく革新的がん診断•治療法の創出に向け、先端的生
命科学をはじめとする優良な医療シーズ（研究開発に関する新たな発想や技術など
をいう）を生み出すがんの基礎研究への支援を一層強化するとともに、その基礎研
究で得られた成果を臨床試験等へつなげるための橋渡し研究などへの支援の拡充を
図る。 

 限られた研究資源を有効に活用するため、公的なバイオバンクの構築や解析研究
拠点等の研究基盤の整備と情報の共有を促進することにより、日本人のがんゲノム
解析を推進する。 
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 国内の優れた最先端技術を応用した次世代の革新的医療機器開発を促進する。ま
た、実際に一定数のがん患者に対して高度標準化治療を実施している施設に医療機
器開発プラットフォームを構築し、それを活用した効率的な臨床試験の推進に対し
て継続的に支援する。 

 がんの予防方法の確立に向けて、大規模な公衆衛生研究や予防研究が効率的に実
施される体制を整備し、放射線・化学物質等の健康影響、予防介入効果、検診有効
性等の評価のための大規模疫学研究を戦略的に推進するとともに、公衆衛生研究の
更なる推進のため、個人情報保護とのバランスを保ちつつ、がんに関する情報や行
政資料を利用するための枠組みを整備する。 

 社会でのがん研究推進全般に関する課題を解決するため、研究成果に対する透明
性の高い評価制度を確立・維持するとともに、がん研究全般の実施状況とその成果
を国民に積極的に公開することにより、がん研究に対する国民やがん患者の理解の
深化を図り、がん患者が主体的に臨床研究に参画しやすい環境を整備する。 

 がん登録の更なる充実を通じて、がん政策科学へのエビデンスの提供を推進する
とともに、 予防・検診・診断ガイドラインの作成や、がん予防の実践、がん検診の
精度管理、がん医療の質評価、患者の経済的負担や就労等に関する政策研究に対し
て効果的な研究費配分を行う。若手研究者や研究専門職の人材をはじめとするがん
研究に関する人材の戦略的育成や、被験者保護に配慮しつつ倫理指針の改定を行う
とともに、研究と倫理審査等の円滑な運用に向けた取組を行う。 

がん研究（取り組むべき施策）-2 
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がん研究（個別目標） 

 国は、「第３次対がん10か年総合戦略」が平成25年度に終了する
ことから、２年以内に、国内外のがん研究の推進状況を俯瞰し、がん
研究の課題を克服し、企画立案の段階から基礎研究、臨床研究、公衆
衛生学的研究、政策研究等のがん研究分野に対して関係省庁が連携し
て戦略的かつ一体的に推進するため、今後のあるべき方向性と具体的
な研究事項等を明示する新たな総合的ながん研究戦略を策定すること
を目標とする。 

 また、新たながん診断・治療法やがん予防方法など、がん患者の視
点に立って実用化を目指した研究を効率的に推進するため、がん患者
の参画などを図り、関係省庁の連携や研究者間の連携を促進する機能
を持った体制を整備し、有効で安全ながん医療をがん患者を含めた国
民に速やかに提供することを目標とする。 
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高齢社会は突然やって来るのではない !!! 

17 



死因別粗死亡率と年齢調整死亡率の年次推移 

がんの統計’1２（がん研究振興財団) 18 
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わが国のがん対策の流れ 

1980 1990 2000 2010 2020 

？ 

がん対策基本法「がん対策推進協議会」(2007.4)  厚労省 

  「医療イノベーション会議」(2010.11)  内閣官房 

                        「健康・医療戦略推進会議」（2013.2） 

がん対策関係閣僚会議「対がん10カ年総合戦略」厚労省・文科省 
(1984) 

？ 内閣府設置法「総合科学技術会議」(2001.1)  内閣府 
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提案１．がん対策を国家戦略として推進し、さらに全国民が
がん対策を最重要課題であると認識できるよう、「がん対策
推進基本計画」と「対がん10カ年戦略」の期間を同調させ
る。 
 
         がん対策基本法施行     
 
 
 
 
 
 

 
提案 ２．がん対策を総合的・効率的に実行でき、かつ国民
に理解してもらいやすくするため、省庁間の連携をさらに推
進させる具体的な作業目標を作成する。 
 例えば、公募課題の設定や事後評価などを関係省庁が連携
でき、できれば患者又は患者関係者も参加できる新しい委員
会体制を構築する。 

2024 2014 2004 1994 2034 
1984 

2007 2017 2027 2037 対がん10カ年 

がん対策推進基本計画 
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イノベーション 

進歩する医学・医療技術 

 → Technological Innovation 
 
技術進歩に適合できない医療・社会体制 

 → Social Innovation 
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